
映
画

種
類 第

二

千

八

百

十

八

号

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

セ
ク
シ
リ
ア

(原
題
)
LABERIN

TO
D
E
PASIO

N
ES

マ
タ
ド
ー
ル

(原
題
)
M
ATAD

O
R

私
の
妻
を
抱
い
て
く
だ
さ
い

痴
漢
電
車
マ
ン
淫
夢
ご
こ
ち

寸
止
め
ス
ナ
ッ
ク
め
す
酒
場

題
名

等

(

火
曜
日)

松
竹

松
竹

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

四
五
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
六

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

四
六

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

四
六

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

四
七

○
各
務
原
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(
都
市
政
策
課)

四
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
十
九
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
29年
１
月
31日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日



道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

三
百
六
十

号 路
線
名

区

間

飛�
市
河
合
町
元
田
字
平
沢

八
八
〇
番
一
地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

県
道

多
治
見

恵

那
線

土
岐
市
下
石
町
字
西
山
三
〇
四
番

一
〇
〇
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

三
〇
四
番

一
三
〇
地
先
ま
で ��･�

平
成
��･�･��
平
成
��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
四
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金

融
課
及
び
可
茂
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
可
児
店

可
児
市
坂
戸
字
落
田
一
二
三
番
地
一

外

二

意
見
の
概
要

可
児
市
長
の
意
見

①
騒
音
の
対
策
に
つ
い
て

・
駐
車
場
の
騒
音
に
つ
い
て
苦
情
が
出
な
い
よ
う
に
対
策
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
荷
さ
ば
き
施
設
の
作
業
音
に
つ
い
て
苦
情
が
出
な
い
よ
う
に
対
策
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
事
業
所
敷
地
内
の
自
動
車
の
走
行
音
に
つ
い
て
苦
情
が
出
な
い
よ
う
に
対
策
を
し
て
く
だ
さ
い
。

②
光
害
に
つ
い
て

・
必
要
な
範
囲
以
内
を
照
明
し
て
く
だ
さ
い
。

・
適
正
な
明
る
さ
の
照
明
を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

・
居
住
者
へ
の
睡
眠
等
の
生
活
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
、
近
隣
建
物
へ
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
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・
歩
行
者
、
運
転
者
等
に
対
し
て
不
快
な
グ
レ
ア(

眩
輝)

を
与
え
な
い
よ
う
グ
レ
ア
の
制
限
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
農
作
物
に
障
害
光
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

③
そ
の
他

・
事
業
者
に
起
因
す
る
苦
情
が
発
生
し
た
場
合
は
、
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
対
処
し
て

く
だ
さ
い
。

・
隔
地
駐
車
場
の
南
東
部
に
は
市
道
を
挟
ん
で
民
家
が
あ
り
ま
す
の
で
、
可
児
市
緑
の
基
本
計
画

の
基
本
方
針
に
あ
る｢
憩
い
と
快
適
、
安
全
・
安
心
な
市
街
地
の
形
成｣

に
基
づ
き
、
騒
音
等

へ
の
緩
衝
帯
と
し
て
中
高
木
の
植
栽
を
検
討
願
い
ま
す
。

(

届
出
事
項

新
設)

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

美
濃
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
九
月
十
六
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
ま
で

四

作
業
地
域

美
濃
市

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
市
美
濃
イ
ン
タ
ー
前
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

美
濃
市
美
濃
イ
ン
タ
ー
前
土
地
区
画
整
理
組
合

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
九
月
十
六
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
一
月
十
七
日
ま
で

四

作
業
地
域

美
濃
市

○
各
務
原
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

各
務
原
都
市
計
画
用
途
地
域

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
各
務
原
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
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平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


